






















序論

昭和 50 年度におけるわれわれの研究は,

1.心理・教育的側面と医療的側面とを統合した療育方針の設定,

　2.診断及び療育方針を,療育の経過において修正していくシステムの検討,

　3.施設と家庭の連携の方法,

　4.医療・心理及ぴ教育などを含めた療育に関する評価基準の設定,

　5.在宅障害児の療育体制のあり方とその指導体制のあり方についての検討,

　の 5 つの柱について討論を重ね,そのいずれもが現在極めて不備な状態にお

かれているために,心身障害児及びその両親が不安に陥り,療育も十分に行われ

にくい面があることを,具体的事例を挙げて追求した。


